
給湯器を設置されてる⽅

冬期の凍結による破損予防

〇 冬期は機器や配管内の⽔が凍結し、破損することがありますので、裏⾯の要領で凍結予防をしてください。
〇 お湯の使⽤後は、機器内のお湯が⾼温になっていますので、機器が冷えてから⾏ってください。(⽕傷防⽌のため)

〇 低温注意報が出て、寒波(氷点下)がくるとき。
〇 冬の夜間、⻑時間使⽤しないとき。(旅⾏・他⼊浴・出張。他)

〇 冬期の引越しのとき。
ブレーカーも落とさないでください。

⛄ 雪が降り⽇中の気温が上がらない⽇は、とくに注意が必要です。

凍結して⽔が出ないとき

〇 ⾃然に解凍するのを待ち、凍結したままでは、絶対に使⽤しないでください。(機器の故障の原因となりま
す。)

〇 ⽔が出るようになっても、機器や配管から⽔漏れがないかよく確認のうえ、ご使⽤ください。
〇 凍結により機器が破損したときの修理は、有料修理になります。
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